
体
躯
に
形
象
を
現
す
如
来
像
番
号
一
覧

注図
版

結
び

三
、
体
躯
に
施
さ
れ
た
形
象
と
意
味

は
じ
め
に

四
、
『
華
厳
経
』
に
説
か
れ
る
法
界
と
形
状

毘
盧
遮
那
仏
の
考
察
（
四
）

二
、
法
身
と
色
身
の
二
尊
像

一
、
人
中
像
の
こ
れ
ま
で
の
概
念
と
作
例

目
次

田
代
有
樹
女
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変
遷
し
た
。

び
る
し
ゃ
な
ぶ
つ

継
続
の
本
毘
盧
遮
那
仏
の
考
察
は
、
毘
盧
遮
那
仏
信
仰
の
思
想
と
造
形
を
探
る
も
の

で
あ
る
。
七
～
八
世
紀
の
ア
ジ
ア
諸
地
域
で
行
わ
れ
た
毘
盧
遮
那
仏
造
像
の
背
景
に
あ

る
華
厳
思
想
と
、
我
国
の
天
平
時
代
に
受
け
入
れ
た
華
厳
思
想
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
上

で
、
東
大
寺
の
本
尊
毘
盧
遮
那
仏
の
建
立
と
そ
の
思
想
を
、
僧
侶
の
系
譜
と
造
形
に
焦

点
を
当
て
明
す
こ
と
を
最
終
目
的
と
す
る
。

じ
ょ
う
ぶ
つ
じ
ん
ぺ
ん
か
じ
き
ょ
う
ぜ
ん
む

中
国
の
開
元
一
二
年
（
七
二
四
）
に
、
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
』
（
善
無

い

い
手
つ
ぎ
よ
う

だ
い
に
ち
き
ょ
う

畏
〈
六
三
七
～
七
三
五
年
〉
・
一
行
〈
六
八
三
～
七
二
七
年
〉
訳
。
以
下
『
大
日
経
』

と
表
記
）
が
訳
出
さ
れ
た
後
に
、
毘
盧
遮
那
仏
の
尊
格
は
ほ
ぼ
完
全
に
密
教
思
想
の
中

核
と
な
り
本
尊
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
毘
盧
遮
那
仏
は
釈
迦
や
弥
勒
仏
、
転
輪
聖

だ
い
ほ
う
こ
う
ぶ
つ
け

王
と
同
一
視
さ
れ
た
り
、
毘
盧
遮
那
仏
の
名
が
見
ら
れ
る
最
初
の
経
典
『
大
方
広
仏
華

ど
ん
ぎ
よ
う

ぶ
つ
だ
ば
だ
ら

厳
経
六
十
巻
』
（
仏
駄
祓
陀
羅
〈
三
五
九
～
四
二
九
年
〉
、
四
一
八
～
四
二
○
又
は
四

二
一
年
訳
。
「
旧
訳
華
厳
経
』
又
は
『
六
十
華
厳
』
。
以
下
『
六
十
華
厳
』
と
表
記
）
で

は
、
毘
盧
遮
那
を
釈
迦
牟
尼
の
法
身
仏
と
し
た
上
で
、
光
明
、
遍
照
、
仏
光
な
ど
、
太

陽
を
形
容
す
る
記
述
で
表
現
し
、
別
に
名
号
を
満
月
と
も
称
し
て
い
る
。

ぼ
ん
も
う
き
ょ
う

ノ
、
士
《
合
ワ
じ
ゆ
う

潮
る
『
梵
網
経
』
で
は
（
鳩
摩
羅
什
〈
三
四
四
～
四
一
三
又
は
三
五
○
～
四
○
九
年
〉

四
○
二
年
～
四
一
二
年
訳
）
、
毘
盧
遮
那
仏
の
化
身
を
釈
迦
と
す
る
な
ど
、
古
く
は
毘

盧
遮
那
仏
は
釈
迦
と
は
同
格
で
し
か
も
法
身
仏
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

そ
の
後
六
九
五
年
か
ら
六
九
九
年
に
か
け
て
訳
出
さ
れ
た
『
大
方
広
仏
華
厳
経
八
十

じ
っ
し
や
な
ん
だ

巻
』
（
実
叉
難
陀
〈
六
五
二
～
七
一
○
年
〉
六
九
五
～
六
九
九
年
訳
。
『
新
訳
華
厳
経
』

又
は
『
八
十
華
厳
』
。
以
下
『
八
十
華
厳
』
と
表
記
）
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
毘
盧
遮

那
仏
は
中
国
華
厳
思
想
の
中
で
本
尊
と
な
る
が
、
仏
成
道
後
の
海
印
三
昧
中
に
在
る
毘

盧
遮
那
法
身
と
設
定
さ
れ
、
あ
く
ま
で
釈
迦
と
の
関
係
か
ら
成
り
立
つ
法
身
仏
で
あ
る
。

仏
身
論
か
ら
は
『
華
厳
経
』
で
は
法
身
仏
、
『
梵
網
経
』
で
は
報
身
仏
と
解
釈
さ
れ
る
。

（
１
）

以
上
の
詳
細
は
既
に
前
論
で
論
じ
た
通
り
で
あ
る
が
、
毘
盧
遮
那
仏
は
同
一
名
称
で

（
２
）

あ
り
な
が
ら
、
『
大
日
経
』
以
後
の
密
教
本
尊
と
そ
れ
以
前
で
は
異
な
る
思
想
の
も
と

で
尊
格
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
尊
様
も
如
来
形
か
ら
菩
薩
形
の
密
教
如
来
像
へ
と

は
じ
め
に

ま
た
別
に
如
来
形
の
中
に
は
「
人
中
像
」
と
呼
ば
れ
る
法
界
の
象
徴
形
を
体
躯
に
現

す
法
身
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
像
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
仏
教
世
界
観
で
あ
る
法
界
が
、

象
微
的
に
身
体
或
い
は
法
衣
に
具
現
化
さ
れ
た
如
来
像
の
こ
と
で
、
西
域
の
コ
ー
タ
ン

地
方
を
起
源
と
し
東
漸
し
て
中
国
ま
で
広
ま
っ
た
が
、
日
本
に
伝
来
し
た
記
録
は
な
い
・

東
大
寺
本
尊
の
最
大
の
特
徴
は
大
像
で
造
像
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
大
像
の
金

銅
仏
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
蓮
華
座
に
施
さ
れ
る
毛
彫
り
の
仏
教
世
界
観
と
の
関
係
は

い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
そ
こ
で
は
ど
の
様
な
思
想
が
拠
所
と
な
っ
て
い
た
の
か
。

東
大
寺
の
大
仏
に
つ
い
て
は
仏
教
美
術
史
上
ま
だ
未
解
決
な
問
題
が
幾
つ
か
残
さ
れ

て
い
て
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
る
感
が
あ
る
。

（
３
）

拙
論
『
毘
盧
遮
那
仏
の
考
察
（
一
こ
で
は
中
国
の
龍
門
奉
先
寺
洞
の
本
尊
、
『
毘

（
４
）

（
５
）

盧
遮
那
仏
の
考
察
（
二
連
で
は
我
国
の
東
大
寺
本
尊
、
『
毘
盧
遮
那
仏
の
考
察
（
三
こ

で
は
唐
招
提
寺
本
尊
の
毘
盧
遮
那
仏
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
僧
侶
や
社
会
的
背
景

を
含
む
華
厳
思
想
と
造
形
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

本
論
で
は
『
毘
盧
遮
那
仏
の
考
察
（
一
屋
（
一
九
九
五
年
脱
稿
）
の
中
で
は
参
考
資

料
と
図
像
の
紹
介
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
、
「
毘
盧
遮
那
法
界
人
中
像
」
と
称
さ
れ
る
如

来
像
の
位
置
を
再
確
認
す
る
と
共
に
、
『
華
厳
経
』
に
説
か
れ
る
法
界
の
形
状
を
探
っ

て
い
き
た
い
。

通
称
毘
盧
遮
那
法
界
人
中
像
の
概
念
は
、
像
の
体
躯
や
法
衣
上
に
法
界
の
諸
形
象
を

施
し
た
毘
盧
遮
那
法
身
仏
と
さ
れ
、
呼
称
で
は
他
に
毘
盧
遮
那
像
、
法
界
像
、
人
中
像
、

人
中
毘
盧
遮
那
像
、
法
界
毘
盧
遮
那
像
、
法
界
人
中
像
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

像
は
『
華
厳
経
』
を
所
依
と
し
て
、
五
世
紀
初
頭
以
前
よ
り
ア
ジ
ア
西
域
地
方
の
コ
ー

タ
ン
を
起
源
に
各
地
に
広
め
ら
れ
た
毘
盧
遮
那
仏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

人
中
像
を
『
華
厳
経
』
所
依
の
毘
盧
遮
那
仏
と
す
る
な
ら
ば
、
華
厳
思
想
と
造
形
を

考
察
す
る
上
で
こ
の
像
は
重
要
な
要
と
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
人
中
像
の
概
念
を
整
理
し
、

そ
の
上
で
体
躯
に
法
界
を
具
現
化
し
た
尊
像
に
つ
い
て
『
華
厳
経
』
を
基
に
検
証
し
、

経
中
か
ら
法
界
の
形
状
を
確
認
し
て
行
き
た
い
。

ま
ず
次
に
人
中
像
の
こ
れ
ま
で
の
概
念
と
毘
盧
遮
那
仏
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。
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毘盧遮那仏の考察（四）

体
躯
や
法
衣
上
に
瑞
祥
や
法
界
の
諸
形
象
を
図
示
す
る
毘
盧
遮
那
仏
に
関
す
る
こ
れ

（
６
）

ま
で
の
研
究
論
文
で
は
松
本
榮
一
氏
の
「
西
域
華
厳
経
美
術
の
東
漸
」
（
一
九
三
六
年
）
、

（
７
）

水
野
清
一
氏
の
「
い
わ
ゆ
る
華
厳
教
主
毘
盧
遮
那
仏
の
立
像
に
つ
い
て
」
（
一
九
五
○

（
８
）

年
）
、
吉
村
令
氏
の
「
盧
舎
那
法
界
人
中
像
の
研
究
」
（
一
九
五
九
年
）
、
伊
東
史
朗
氏

（
９
）

の
「
盧
舎
那
仏
立
像
」
（
一
九
八
○
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
先
駆
す
る
も

（
皿
）

の
と
し
て
大
村
西
崖
氏
の
「
支
那
美
術
史
彫
塑
篇
』
（
一
九
一
五
年
）
の
中
で
の
記

述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
れ
ら
を
受
け
て
最
近
で
は
朴
亨
國
氏
が
論
文

「
い
わ
ゆ
る
「
人
中
像
』
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
ｌ
吉
村
令
『
盧
舎
那
法
界
人
中
像
の

（
皿
）

研
究
』
の
再
検
討
ｌ
」
（
二
○
○
一
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
究
の
う
ち
大
村
西
崖
氏
と
吉
村
令
氏
は
人
中
像
を
体
躯
や
法
衣
中
に
瑞

祥
や
法
界
の
諸
形
象
を
図
示
す
る
毘
盧
遮
那
仏
と
規
定
し
て
お
り
、
人
中
像
の
概
念
を

打
ち
出
し
だ
感
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
伊
東
史
朗
氏
と
朴
亨
國
氏
は
人
中
像
を
特
殊

な
形
態
を
も
つ
盧
舎
那
仏
像
と
す
る
考
え
方
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

特
に
朴
亨
國
氏
は
、
吉
村
令
氏
が
論
文
中
で
取
り
上
げ
た
文
献
上
で
の
人
中
像
を
つ

ぶ
さ
に
検
証
し
、
人
中
と
言
う
言
葉
の
意
味
を
検
討
し
た
結
果
、
人
中
像
を
毘
盧
遮
那

仏
と
結
び
付
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
体
躯
や
法
衣
に
法
界
な
ど
の
諸
形
象
を
施
し

た
仏
像
と
も
同
一
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
論
証
し
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
人
中
像
の
概

念
を
一
挙
に
く
つ
が
え
す
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
法
界
を
具
現
化
す
る
仏
像
を
考
察
す

る
上
で
根
本
的
基
軸
と
す
る
べ
き
解
釈
と
思
わ
れ
、
結
論
的
に
は
筆
者
の
見
解
と
等
し

く
す
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
人
中
像
の
概
念
を
整
理
す
る
と
共
に
、
体
躯
に
法
界
を
現
す

毘
盧
遮
那
像
を
研
究
順
に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

人
中
像
の
初
見
は
、
大
村
西
崖
氏
が
「
支
那
美
術
史
彫
塑
篇
』
（
一
九
一
五
年
）

の
中
で
記
述
し
た
「
…
人
中
像
は
又
法
界
人
中
像
と
云
ひ
、
具
さ
に
は
盧
舎
那
仏
法
界

人
中
像
と
云
ふ
。
未
だ
経
証
を
得
ず
と
雛
も
、
惟
う
に
盧
舎
那
仏
法
身
の
擬
人
像
を
謂

ふ
な
ら
む
…
」
か
と
思
わ
れ
る
。
人
中
像
は
法
界
人
中
像
と
も
盧
舎
那
仏
法
界
人
中
像

と
も
言
い
、
こ
れ
は
盧
舎
那
仏
法
身
を
現
し
た
像
と
思
う
と
述
べ
て
い
る
が
、
大
村
氏

は
こ
の
中
で
未
だ
経
証
を
得
ず
と
、
確
か
で
は
な
い
事
を
付
け
加
え
て
い
る
。
「
華
厳

一
、
人
中
像
の
こ
れ
ま
で
の
概
念
と
作
例

経
』
な
ど
に
は
瑞
祥
や
法
界
の
諸
形
象
を
説
い
て
い
る
が
、
大
村
氏
が
未
確
認
と
す
る

の
は
法
界
を
施
し
た
如
来
を
盧
舎
那
仏
と
断
定
で
き
る
の
か
そ
し
て
そ
れ
ら
を
、
人
中

像
と
考
え
る
べ
き
か
の
二
点
で
あ
ろ
う
。

松
本
榮
一
氏
の
「
西
域
華
厳
経
美
術
の
東
漸
」
で
は
、
西
域
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
南
道

の
コ
ー
タ
ン
（
干
門
準
和
田
）
出
土
の
平
板
か
ら
①
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
収
集
立
像
（
図
１
）
、

②
ス
タ
イ
ン
収
集
立
像
、
③
ス
タ
イ
ン
収
集
二
尊
立
像
（
図
２
）
、
④
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ

収
集
併
坐
像
（
図
３
）
、
⑤
バ
ド
ル
デ
ィ
ー
ン
・
カ
ー
ン
収
集
坐
像
、
そ
し
て
北
道
の

ク
チ
ャ
（
庫
車
恥
亀
姦
）
地
方
の
⑥
キ
ジ
ル
千
仏
洞
第
一
七
窟
右
側
甫
道
立
像
（
図
４
）
、

⑦
伯
林
土
俗
博
物
館
蔵
木
造
仏
像
右
臂
断
片
、
⑧
カ
ラ
シ
ャ
ー
ル
（
喀
卿
沙
爾
諏
焉
耆
）

地
方
シ
ョ
ル
チ
ュ
ク
壁
画
の
グ
リ
ュ
ン
ウ
エ
ー
デ
ル
収
集
立
像
及
び
、
⑨
徽
煙
千
仏
洞

第
一
三
五
窟
左
壁
立
像
（
図
５
）
、
⑩
傲
慢
千
仏
洞
第
一
三
五
窟
右
壁
坐
像
、
⑪
徴
僅

出
大
英
博
物
館
蔵
絹
本
唐
画
「
報
恩
経
変
相
」
中
の
坐
像
（
図
６
）
、
⑫
徽
煙
千
仏
洞

第
一
四
窟
左
側
篭
壁
「
報
恩
経
変
相
」
中
の
坐
像
、
さ
ら
に
蓮
上
千
仏
が
法
衣
に
刻
ま

れ
て
い
る
⑬
雲
崗
石
窟
第
十
八
洞
本
尊
立
像
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
法
界
を
具

現
化
し
た
毘
盧
遮
那
仏
と
し
て
い
る
。

松
本
氏
は
『
六
十
華
厳
』
の
梵
本
は
コ
ー
タ
ン
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
や
、
『
八

十
華
厳
』
が
コ
ー
タ
ン
出
身
の
実
叉
難
陀
に
よ
り
訳
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
華

厳
思
想
が
コ
ー
タ
ン
に
五
世
紀
初
頭
以
前
よ
り
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
説
き
、
華
厳
関

係
の
経
典
を
検
証
し
た
上
で
、
コ
ー
タ
ン
出
土
の
体
躯
に
形
象
の
描
か
れ
た
仏
像
は
、

法
界
を
現
す
毘
盧
遮
那
像
で
、
そ
れ
を
コ
ー
タ
ン
起
源
と
考
え
、
表
現
さ
れ
た
形
象
が

象
徴
的
で
単
純
で
あ
る
の
に
対
し
、
ク
チ
ャ
な
ど
漸
次
広
ま
っ
た
地
域
で
の
像
中
の
形

象
の
配
置
法
は
統
一
さ
れ
、
須
弥
山
、
楼
閣
、
一
切
衆
生
形
な
ど
を
合
し
て
須
弥
山
世

界
が
造
形
さ
れ
て
い
る
と
し
、
同
様
の
図
柄
を
示
す
徴
煙
千
仏
洞
の
立
像
と
密
接
な
関

係
を
持
つ
と
述
べ
て
い
る
。
尚
こ
こ
で
は
人
中
像
と
言
う
言
葉
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

水
野
清
一
氏
は
「
い
わ
ゆ
る
華
厳
教
主
毘
盧
遮
那
仏
の
立
像
に
つ
い
て
」
で
像
の
前

後
の
法
衣
上
に
仏
や
人
物
の
様
子
、
本
生
謹
、
獣
形
、
象
徴
な
ど
様
々
な
図
形
が
施
さ

れ
た
、
⑭
中
国
河
南
省
安
陽
近
郊
の
伝
高
寒
寺
の
石
仏
の
拓
本
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い

る
。
仏
伝
や
本
生
謹
な
ど
が
断
片
的
に
付
加
さ
れ
た
図
柄
を
全
身
に
現
す
の
は
何
の
た

め
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
徹
煙
千
仏
洞
第
一
三
五
窟
左
壁
の
立
像
に
現
さ
れ
る
図

像
と
一
致
す
る
と
し
て
い
る
。
水
野
氏
は
雲
崗
石
窟
第
十
八
洞
本
尊
を
毘
盧
遮
那
仏
と
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断
定
す
る
の
を
さ
け
て
い
る
。
尚
人
中
像
と
言
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

吉
村
令
氏
は
論
文
「
盧
舎
那
法
界
人
中
像
の
研
究
」
で
文
献
上
の
五
体
の
人
中
像
と

松
本
、
水
野
両
氏
が
挙
げ
た
毘
盧
遮
那
像
に
も
う
一
体
加
え
、
⑮
コ
ー
タ
ン
出
土
ア
ン

ド
リ
ウ
ス
収
集
の
壁
画
を
紹
介
し
、
複
雑
な
象
徴
形
が
描
か
れ
る
と
す
る
な
ど
、
人
中

像
の
名
称
と
形
態
の
解
明
を
試
み
た
上
で
、
体
躯
や
法
衣
に
法
界
な
ど
の
諸
形
象
を
施

し
た
紹
介
作
例
を
全
て
人
中
像
と
定
義
付
け
、
大
村
氏
の
未
確
認
の
部
分
を
解
決
し
肯

定
し
た
か
に
思
わ
れ
る
結
論
を
結
ん
で
い
る
。

吉
村
氏
が
取
り
上
げ
た
五
体
の
人
中
像
と
は
（
１
）
「
梁
高
僧
伝
』
第
七
釈
僧
詮

伝
の
人
中
金
像
、
（
２
）
『
洛
陽
伽
藍
記
』
第
二
崇
真
寺
條
の
人
中
像
、
（
３
）
「
洛
陽

伽
藍
記
』
第
四
永
明
寺
條
の
人
中
爽
綺
像
、
（
４
）
「
金
石
革
篇
』
巻
三
十
三
道
朏

造
記
像
の
盧
舎
那
法
界
人
中
像
、
（
５
）
『
陶
斎
蔵
石
記
』
巻
十
三
口
市
生
造
像
記
の

人
中
盧
舎
那
像
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
文
献
に
記
さ
れ
た
「
人
中
」
と
い
う
文
字
の
付
く
仏
像
を
探
し
て
と
り
挙

げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
像
が
ど
の
様
な
形
態
を
示
し
て
い
る
の
か
、
記
述
の
内

容
を
基
に
考
察
し
て
行
き
た
い
。

（
１
）
「
梁
高
僧
伝
』
第
七
釈
僧
詮
伝
（
「
…
初
止
二
閑
居
寺
一
晩
憩
二
虎
丘
山
一
、
詮
先

於
二
黄
龍
國
一
造
二
人
中
金
像
一
、
置
二
虎
丘
山
之
東
寺
一
、
…
」
）
。
こ
の
僧
詮
（
？
～
？
）

造
像
の
人
中
金
像
は
人
中
像
の
記
録
で
は
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
る
。
僧
詮
は
三
論
宗

の
学
僧
で
、
止
観
寺
僧
詮
ま
た
は
山
中
僧
詮
と
呼
ば
れ
、
張
恭
（
三
七
六
～
四
四
二
？

年
）
に
請
わ
れ
呉
に
入
り
孟
領
（
？
～
四
四
九
？
年
）
の
詔
請
に
よ
り
余
杭
に
移
る
ま

で
の
問
に
人
中
金
像
を
造
り
虎
丘
山
の
東
寺
に
置
い
た
と
さ
れ
る
。
人
中
像
に
つ
い
て

の
記
述
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
の
で
、
こ
の
人
中
金
像
が
何
時
造
ら
れ
、
ど
の
様
な
尊
容

で
あ
る
の
か
、
尊
格
さ
え
も
不
明
で
あ
る
。
吉
村
氏
が
こ
の
像
を
毘
盧
遮
那
仏
と
し
た

の
は
、
僧
詮
を
詔
請
し
た
孟
頻
が
、
仏
度
賊
陀
羅
が
「
六
十
華
厳
』
を
訳
出
し
た
際
の

檀
越
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
僧
詮
と
孟
顎
と
「
華
厳
経
」
の
関
係
を
直
観
的
に
毘

盧
遮
那
仏
と
結
ん
だ
か
ら
と
想
像
す
る
。

こ
れ
に
対
し
朴
氏
は
僧
詮
の
行
動
と
周
辺
人
物
に
着
目
し
て
「
梁
高
僧
伝
』
を
読
み

解
き
時
代
考
証
を
し
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。
張
恭
の
詔
請
で
呉
国
に
入
り
、
張
部

（
？
～
四
三
二
～
年
）
建
立
の
閑
居
寺
に
住
し
、
後
に
虎
丘
山
に
止
ま
る
。
そ
の
時
に

人
中
金
像
を
造
り
虎
丘
山
の
東
寺
に
置
く
。
そ
の
後
孟
頻
の
詔
請
に
応
じ
て
余
杭
の
方

顕
寺
に
行
く
。
そ
の
余
杭
滞
在
中
に
交
流
を
結
ん
だ
の
は
、
張
暢
（
四
○
七
～
四
六

○
？
年
）
、
張
敷
（
？
～
四
三
五
？
年
）
、
戴
顛
（
三
七
八
～
四
四
一
年
）
、
戴
勃
（
東

晋
義
煕
年
間
〔
四
○
八
～
四
一
八
年
皿
四
○
五
～
四
二
○
年
〕
の
初
め
に
病
死
）
で
あ

る
と
し
た
。
孟
顎
と
遇
っ
た
の
は
五
世
紀
初
め
に
亡
く
な
っ
た
戴
勃
よ
り
前
と
言
う
事

に
な
り
、
僧
詮
が
こ
の
像
を
造
像
し
た
年
代
を
四
一
八
～
四
二
○
年
に
訳
出
さ
れ
た

『
六
十
華
厳
』
以
前
と
考
え
、
人
中
金
像
は
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
め
頃
に
造
像
さ

れ
た
と
設
定
し
、
『
華
厳
経
』
所
依
の
毘
盧
遮
那
と
は
無
関
係
な
金
銅
仏
と
主
張
し
た
。

華
厳
経
主
毘
盧
遮
那
仏
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
『
六
十
華
厳
』
の
漢
訳
年
代
に
焦
点

が
絞
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
次
に
「
続
高
僧
伝
』
か
ら
の
別
な
考
証
を
試
み
る
な
ら
ば
、
僧
詮
晩
年
の
弟

子
に
は
法
朗
（
五
○
七
～
五
八
一
年
）
、
慧
布
（
五
一
八
～
五
八
七
年
）
、
智
弁
（
？

～
？
）
、
慧
勇
（
五
一
五
～
五
八
三
）
が
お
り
「
詮
公
の
四
友
・
四
哲
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
弟
子
の
生
没
年
代
と
照
合
し
て
僧
詮
と
の
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
年
代

を
探
っ
て
み
る
と
、
法
朗
は
二
二
才
（
五
二
八
年
）
で
出
家
し
て
暫
く
後
に
僧
詮
に
師

事
す
る
が
、
五
五
八
年
に
勅
に
よ
り
山
興
皇
寺
に
住
じ
講
ず
る
。
慧
布
は
二
一
才
（
五

二
九
年
）
で
出
家
、
暫
く
後
に
僧
詮
の
弟
子
と
な
る
。
慧
勇
は
三
○
才
頃
（
五
四
五
年
）

よ
り
成
論
を
講
じ
る
が
、
そ
の
後
五
六
四
年
ま
で
僧
詮
に
師
事
し
た
と
思
わ
れ
る
。

僧
詮
は
梁
の
天
監
二
年
（
五
一
三
に
梁
武
帝
（
在
位
五
○
二
～
五
四
九
年
）
が

三
論
を
学
ば
せ
る
た
め
に
選
ん
だ
一
○
僧
の
一
人
と
し
て
摂
山
槙
霞
寺
の
僧
朗
（
？

～
？
）
の
門
に
入
っ
て
学
び
、
止
観
寺
に
住
ん
で
い
た
の
で
後
世
止
観
寺
僧
詮
な
ど
と

称
さ
れ
た
。
僧
詮
は
若
く
し
て
出
家
し
た
の
で
一
○
僧
に
選
ば
れ
た
の
も
若
い
時
で
あ

る
毒
っ
。

四
人
の
弟
子
た
ち
と
の
交
流
が
僧
詮
の
晩
年
と
す
れ
ば
、
僧
詮
の
在
世
年
代
は
五
世

紀
半
ば
を
あ
ま
り
湖
る
事
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
人
中
金
像
は
『
六
十
華
厳
』

訳
出
後
に
造
像
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
梁
高
僧
伝
』
第
七
釈
僧
詮
伝
に
み
ら
れ
る
人
中
金
像
が
毘

盧
遮
那
仏
で
あ
る
事
も
、
体
躯
や
法
衣
上
に
法
界
の
諸
形
象
を
図
示
す
る
尊
像
で
あ
る

事
も
、
文
中
か
ら
で
は
確
認
で
き
な
い
。
人
中
金
像
は
金
銅
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
人
中
像
が
造
像
に
お
け
る
素
材
や
手
法
を
現
す
言
葉
で
は
な
い
こ
と
が
判

明
す
る
。
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